
新型コロナウイルス感染症の早期終息に向けた対策の強化を求

める意見書

昨年 12 月に中華人民共和国湖北省武漢市で確認された新型コロナウイルス

による感染症は、国内において感染者数は 568 名（令和２年３月 11 日厚生労働

省公表）となり、愛知県内においても多くの感染者が確認されている。状況は

刻々と変化し、今後も感染者数は日増しに増加するものと考えられる。また、

感染経路においては、人から人への感染など市民生活に大きな影響を及ぼして

いる。

こうした中、国は、２月 25 日に新型コロナウイルス感染症対策の基本方針を

策定したところであり、この方針に沿い対応を推進していくことが重要である。

よって、国においては、感染の早期終息と国民の安心・安全を確保するため、

引き続き地方自治体や医療機関等と十分な連携を図り、下記の事項について全

力で取り組むよう強く要望するものである。

記

１ 国内における感染拡大の防止に向けて、マスクやアルコール消毒等の必要

な物資の円滑な供給体制の構築を支援、指示すること

２ 自治体病院での患者増加、治療体制整備のための財政的支援を行うととも

に、相談窓口体制や検査実施等の強化を進めること

３ 院内での感染対策のさらなる徹底や感染制御に必要な物品の確保を優先的

に図ること

４ 感染症の早期終息に向けて、ＷＨＯなど国際機関との連携協力のもとワク

チン等の研究開発を促進するため、必要な予算を柔軟に配分すること

５ 観光業、飲食業等における風評被害対策に万全の対策を講じるとともに、

地域経済への影響を的確に把握し、経営に対する支援など、必要な対策を講

じること

６ 中部国際空港での対策強化を図るとともに、中部国際空港への支援策を講

じること

７ 国際的な感染動向や国内の感染症に関する情報を正確かつ迅速に収集し、

国民や地方自治体ヘ必要な情報提供を的確かつ迅速に行うこと

８ 学校の臨時休校に伴う社会全般の影響を把握し、無給休暇、休業、倒産な

どへの補償や児童及び生徒のメンタルケア、教職員及び保護者などの負担軽

減など、万全の対策を講じること

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。
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